
令和８年３月

京丹後市教育委員会

令和８年度

学校教育
指導の重点



京丹後市教育委員会では、京丹後市総合計画・京丹後市教育大綱との
整合をはかり、一人ひとりのWell-beingの向上を目指した新たな京丹後
市教育振興計画を令和７年４月に策定しました。
本計画にあげられたプロジェクト１・２・３の実現に向けては、市内

学校園所教職員で方向性を共有しての連携・協働が必要となりますので、
この「学校教育 指導の重点」においては、市として目指す教育の方向性
や令和８年度に重点的に取り組む内容を整理・記述しています。

第３次京丹後市総合計画

京丹後市教育大綱

社会教育
推進の重点

学校教育
指導の重点

京丹後市教育振興計画

【京都府】
第２期京都府教育振興プラン

【国】
第４期教育振興基本計画

保
幼
小
中
一
貫
教
育
推
進
基
本
計
画

子どもの育ちと指導の一貫性を目指した教育

幼保連携型
認定こども園

保育所

【０期】
就学期

小学
１～４年生

【Ⅰ期】
基礎期

小学５・６年
中学１年

【Ⅱ期】
充実期

中学２・３年

【Ⅲ期】
発展期

保幼小接続
(架け橋期の教育の充実)

小中接続
(連続性・一貫性ある指導・支援)

市「グローバル人材の育成」

各学園・各学校園所教育目標

左記のような目的で作成しているため、国や京都府教育委員会が示す教育・保
育に関するすべての内容を網羅するものではありません。必要に応じて、より上
位の法令・通知等も参照し、各校園所での研究・実践をより一層推進してくださ
い。

１

▶「京丹後市の新たな教育・人材育成のあり方に関する検討会（最終まとめ」）

▶

※ 本資料内の「▶」をクリックすると、各関連資料のページへ移動します。

▶

▶

▶

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomu/4/kyouikushinnkoukeika/3361.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/mayoroffice/seisakukikaku/6/21023.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/mayoroffice/seisakukikaku/6/1424.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/6/3348.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/9/index.html
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グローバル人材育成

☑問題解決能力
☑多様な他者と協働する力
☑ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙとしての英語運用能力

子どもたちが 「なぜ？」「どうすれば？」と考える問いを出発点に、
自分たちで解決策を探し、自分なりの解を見つける学び

京丹後市として
重点化する資質・能力

個・集団のアセスメント
(状況把握・要因分析)

居場所づくり
(心理的安全性の確保)

個別最適な学び（学習の個性化・指導の個別化）・協働的な学びの実現

ICTを効果的に活用した

探究的な学びを

繰り返すスパイラル型のプロセスが必要

「主体的・対話的で深い学び」
実現のための手法

幼児期からの一貫した

「子ども自身が生活・学びの主体者である」
という揺るぎなき姿勢の堅持

学校・保護者・地域の
連携・協働体制の強化

教職員個々の資質・能力
及び学校力の向上

すべての子の

学びと育ちを
保障する

【公教育の目指す姿】

「社会を生き抜く力」をはぐくむ京丹後市の教育【全体イメージ】

すべての子に
「包み込まれている」という

感覚をもたらす
【教職員の取り組む姿勢】

３つのマインドセット 出典:一般社団法人SKY Labo

２
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◈はじめに◈
公教育を担う私たち教職員は、どのような役割・責任を果たすべきなのか。

教育の方向性
社会・教育に関する全国的な動向や本市の状況を踏まえ、
本市では「社会を生き抜く力」の育成を教育・保育の柱とします。

市として重点化する資質・能力（グローバル人材）

社会を生き抜くために必要となる資質・能力から３つを重点化し、
その育成に向けた研究・実践を全市域で推進します。

保幼小中一貫教育の枠組みの効果的活用
「グローバル人材」として重点化された資質・能力の育成には、
中長期のスパンで計画的・系統的に指導・支援を積み上げていくこと
が必須です。

グローバル人材育成のための手段（探究的な学び）

目的である「グローバル人材育成」を実現していくためには、重点化
された３つの資質・能力と関連付けて、「丹後学」をはじめとする
日常の教育・保育活動を構想・実施・評価していくことが必須です。

§１

§２

§３

§４

１ 公教育を担う教職員の責務 ２ 教職員個々の資質・能力及び学校力の向上

１ VUCAの時代にも対応できる
「社会を生き抜く力」

２ すべての教育活動で大事にしたい
こと

１ 市として育成を目指すグローバル
人材

２ 日々の教育活動の基盤となる考え方
【３つのマインドセット】

１ 個別最適な学び・協働的な学び
２ 基盤①…個・集団のアセスメント
３ 基盤②…安心できる居場所づくり

１ 幼児期からの一貫した系統的な
学び

２ 学園運営協議会の機能化による
学校・地域の連携・協働体制の強化

３



私たち教職員は、全ての子どもたちに対して公平かつ平等な教育の機
会を提供し、学力の向上だけでなく、社会的・道徳的な成長を支援するこ
とが必要です。また、多様な背景をもつ子どもたちに対して、一人ひとり
の個性やニーズを理解した上で、高い人権意識をもって指導を行い、差別
や偏見のない環境づくりを促進することが重要です。

また、教職員一人ひとりが、教育・保育改革の推進者であるとの自覚の
もとに変化を前向きに捉え、日々の教育・保育活動を主体的・組織的に推
進し、市民の信託と期待に応えるために総力をあげなければなりません。
昨年度、京都府内で発生した教職員による性暴力等の事案は、教育界全体
の信頼を揺るがす深刻な事態です。 この問題を「決して他人事ではな

い」と全員が強く認識しなければなりません。コンプライアンス意識を高
める研修を徹底し、こうした事案を断固として根絶します。

教育の本質は、教育基本法第９条第１項に規定されている
とおり、教師は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研
究と修養に励み、その職責の遂行に務めることが求められて
います。その時間を生み出すための働き方改革であることは
忘れてはいけません。
さらに、学校園所が、学園及び学校園所の目標を実現した

り、直面する様々な教育課題を克服したりできる組織として
進化するために、教職員集団の多様性を活かした研究・実践
を日常的・組織的に積み上げていくことも重要になります。
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❖はじめに❖ 公教育を担う私たち教職員の果たすべき役割と責任

２ 教職員個々の資質・能力 及び 学校力の向上１ 公教育を担う教職員の責務

§１ 教育の方向性

１ VUCAの時代にも対応できる「社会を生き抜く力」

社会や経済、テクノロジーの変化が急激で予測しづらい現状にお
いては、柔軟に対応し、変化に適応する力が求められます。
京丹後市では、一人ひとりの子どもが、自分のよさや可能性を認

識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様
な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を
切り拓き持続可能な社会の創り手となることが必要だと考えていま
す。本市では、この力を「社会を生き抜く力」とし、その重点化す
る資質・能力を「グローバル人材」と位置付け、京丹後市の教育を
推進していきます。

２

◆様々に変化する時代を「教育を再構築するチャンス」と捉
え、グローバル人材の育成を目指した研究実践を積み重ね
ていきます。

◆「誰ひとり取り残さない教育」を推進するため、個々の子
どものアセスメントを丁寧に行い、発達支持的生徒指導の
側面に重点を置いた働きかけをすすめます。

◆子どもたちの安心できる環境づくりのために、学校は家庭
や地域と対話を重ねながら連携・協働を深め、地域全体で
子どもをはぐくむ学校園所を目指します
※特に「自然災害（地震・雷）・熱中症・鳥獣害」への対策

すべての教育活動で大事にしたいこと

４

▶「教職員による性暴力等の根絶に向けてー信頼される教職員であるためにー」▶「京都府公立学校教職員コンプライアンスハンドブック」

https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/?p=6175
https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/?p=6145


子どもたちがこれからのグローバル社会で自分らしく活躍す
るために、次の３つの資質・能力の育成を重視します。

◉問題解決能力
主体的に問題を発見し、その解決方法を考え、実行に移し、

振り返って次の問題の発見・解決につなげる力。子どもたちが
「未来を創る主役」として活躍するための基礎となります。

◉多様な他者と協働する力
異なる背景を持つ人々と共に学び、共感し合いながら共通の

目的に向い、今まだないものを創り出そうとする力。子どもた
ちが自分のアイデンティティを大切にしながら、多文化共生の
中で主体的に生きていくための基盤となります。

◉コミュニケーションツールとしての英語運用能力
英語で考え、伝え、対話する力を育み、子どもたちが地域と

世界をつなぐ架け橋として活躍できる力。その基盤となるコミ
ュニケーション能力を、発達段階に応じた言語を中心に、すべ
ての教育活動をとおして育成します。

§２ 市として重点化する資質・能力 【 グローバル人材 】

社会が急速に変化し、世界がより深くつながる中で、子どもたちはこれからグローバル社会で生きていくことになります。
このような時代には、多様な文化や価値観を理解し、他者と協力しながら、自分の役割を果たしていく力が必要です。
京丹後市が「グローバル人材育成」を教育の柱に据えるのは、子どもたちが地域に根差しながらも広い視野を持ち、世界と

つながり、未来を切り拓いていく力をはくくむためです。

１ 市として育成を目指すグローバル人材 日々の教育活動の基盤となる考え方
（３つのマインドセット）

２

子どもたちの主体性や意欲を引き出し、「グローバル人材」
に求められる３つの資質・能力を育成するためには、教員自身
が以下の３つのマインドセットを体現し、子どもたちにもその
姿勢を意識付けていくことが大切です。

これらのマインドセットを定着させる鍵は、結果だけでなく
「過程（プロセス）」を大切にする教員の姿勢です。完成され
た成果物のみならず、つまずきや試行錯誤を丁寧に価値付け、
葛藤の言語化を促すことで、失敗を恐れず学び続ける主体性を
はぐくみます。
また、教員自身も試行錯誤を楽しみ、その姿を子どもたちに

見せることで、教室全体を「失敗しながら学びを楽しむ」安心
感のある場へと変えていきます。
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【注意】一般社団法人SKY Laboの知的財産保護の観点から、ご使用の際は必ず出典もとを記載ください。

【巻末資料】１・２・３

５
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子どもたちを「グローバル人材」として育成するためのリソース

６

探究的な学びの充実

教員の指導力 アップデート
■丹後学モデルカリキュラム（令和７年度版）活用推進
京丹後市グローバル人材育成推進委員（チャンピオンズ）

■「探究的な学びの充実」授業改善
京丹後市学力向上対策会議（研究協力員）

■学びの変革プロジェクト 研究推進パイロット校
学校校務DXパイロット校・自立した学び手育成パイロット校
AI活用による授業づくりパイロット校

■京都府教育委員会（丹後教育局）及び京丹後市教育委員会 主催各種研修会

丹後学 ふるさと京丹後への愛着と誇り （人材リソースの活用）

■グローバル人材育成事業
Kyotango Sea Labo

海外派遣
オンライン留学
English Camp

English Day

■誰ひとり取り残されない
学びの多様化プラン

教育支援センター麦わら
オンラインの居場所
各校内フリースクール（仮名）
オンライン匿名報告・

相談プラットホーム

●AIドリル
●AI英語発話

支援サービス
●クラウド型
プログラミング

教材

■授業時数特例校制度
■デジタル教科書実証事業
■育ちと学びをつなぐ架け橋
パスポート事業

■府・市共同研究遠隔教育事業
■京丹後市保幼小中一貫教育
学園授業研究会

■学校における働き方改革
伴走支援事業

子ども主体の教育へ
子どもたちのわくわくから
始まる学びの変革

プロジェクト
■ふるさと納税を活用した、
ガバメントクラウドファン
ディングによる寄付金を募集
子どもたちや先生のやって
みたいを実現

■京丹後市教育DXフェロー
との連携による事業

ICT機器の効果的な活用
教育DX促進のための取組

■整理・分析
・比較する・分類する・関連づける

保幼小中一貫教育



１ 個別最適な学び・協働的な学びの一体的な実現

柔軟な教材提供
デジタル教材やオンラインリソース、AI技術搭載
のドリル等を利用することで、学習者個々のペー
スに合わせた学びを提供できます。

多様な意見の共有
クラウド環境を活用することで、異なる地域や学
校間でも意見交流や合同での学習活動が実施でき
ます。

非同期コミュニケーションによる協働
クラウドベースの各種ツールを利用することで、
リアルタイムでの意見交換や共同作業が可能とな
ります。

学びの場の拡張
オンライン上の仮想空間を学びの場とすれば、プ
ロジェクト型の学習や地域・企業と連携した活動
を行うこともできます。

（提供）画像：京丹後私立久美浜小学校

§３ 「グローバル人材育成」のための手段 【 探究的な学び 】
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学習データの活用
クラウドに蓄積された学習履歴や成果をAI・デー
タ分析で解析し、個々や集団の得意・苦手を把握
して、適切な指導や支援を立案できます。

AIの活用: 生成AIの利用ができる学習環境を整備
することで、学習者個々の思考の活性化や即時フ
ィードバック（※）が可能となります。
※子どものコメントにAIがその場で即助言

今、なぜ「探究的な学び」なのか。その答えは、市としてすべての子ど
もたちにはぐくみたいと考えるものが「グローバル人材」として表した３
つの資質・能力だからです。一輪車に乗れるようになるには、実際に乗る
経験を積まなければならないのと同じように、問題解決能力や協働性をは
ぐくむためには、子どもたちが問題解決の場面や多様な他者と協働する場
面を数多く経験することが不可欠です。だからこそ、学習の主体者である
子どもたち自身が「探究の過程」を繰り返しながら課題解決に取り組んで
いく「探究的な学び」を、日常の保育・教育活動に積極的に取り入れるこ
とが重要だと考えます。

学校園所での「探究的な学び」を効果的に実践するためには、「丹後
学」の実践研究を中心に、重点化された資質・能力を構成する要素を整理
し、学園（学校園所）としての一貫性や系統性を確保・共有することが必
要です。また、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の視点を取り入れ、
保育や授業を構想・実施・評価することも重要です。特に、「個別最適な
学び・協働的な学び」を実現するためには、特別支援教育の手法（アセス
メント）を活用したり、生徒指導提要の趣旨を踏まえたりすることが有効
です。これにより、研究過程での見立てや協議を客観的かつ根拠あるもの
とし、保育や授業づくりを統合的に進めることができます。

７

▶丹後学（令和７年度改訂版）
【巻末資料】４

ICTやクラウド環境の活用により「個別最適な学び」や「協働的な学び」を加速させることが可能です。個別最適な学びにおいては、
学習者一人ひとりの学習履歴や進捗に応じた教材や課題を柔軟に提供できるので、理解度に応じた効果的な指導が可能になります。一
方、協働的な学びでは、リアルタイムでの意見共有や共同作業を促進するので、多様な視点を取り入れた学びを深める環境が整います。
これら２つの学びを相互に往還し合うこと（＝個別最適な学び・協働的な学びの一体的な実現）で、すべての子どもの資質・能力を確
実に育成します。

▶京丹後市地域学習副読本

▶京丹後市文化財保存活用計画 ▶京丹後市文化芸術振興計画

https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/40/abc.pdf
https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/43/chiikigakushuhukudokuhon_vol2.pdf
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/bunkazaihogo/bunkazainokeikakushingikai/bunkazaihozonkatsuyouchiikikeikaku/18182.html
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/syogaigakusyu/3/18314.html
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§３ 「グローバル人材育成」のための手段 【 探究的な学び 】

「探究的な学び」の実現・充実の基盤①
～ 個・集団のアセスメント ～

２

現在の特別支援教育では、子どもたちが生
活や学習の中で直面する困難について、様々
な情報やデータをもとにその要因となるもの
を仮説し、支援の必要性や指導・支援の方向
性を見極める「アセスメント」が重視されて
います。
こうしたアセスメントの考え方を、特別支

援教育という枠にとどめることなく、「探究
的な学び」のプロセスをはじめとする様々な
保育・教育場面で意識・活用していくことで、
すべての子どもたちに「資質・能力」という
汎用的な力をより一層確実にはぐくんでいく
ことが可能となります。

３
「探究的な学び」の実現・充実の基盤②

～ 安心できる居場所づくり ～

「探究的な学び」をより主体的・協働的な活動として進めるためには、

子どもたちが安心して自分の考えを表現し、互いに学び合える環境が不可
欠です。一人ひとりの個性やニーズ、そして集団の特徴を理解し、受け止
めながら、心理的安全性の高い学級・学校をつくることで、子どもたちの
「やってみたい」「もっと知りたい」といった探究心が引き出されます。

（１）一人ひとりの持ち味を生かし、誰もが活躍できる学級・学校づくり
・子どもたちの多様な強みや特性を尊重し、それぞれが役割をもてる機会を創出
・すべての子どもが「自分はここにいていい」「明日も来たい」と思える環境づ
くり

（２）心地よい空間づくりによる安心感の醸成
・物理的な環境だけでなく、子どもたちの心の状態に配慮した落ち着いて学びに
向かえる環境の整備

・快適で温かみのある教室・学校環境づくり
・各中学校配置の「心の教室相談員」を中心とする校内フリースクールの充実

（３）いじめや暴力などへの組織的な対応
・いじめや暴力などの未然防止に向けた学校全体での取組と魅力ある授業づくり
の推進

・心や身体を傷つける行為や集団の学びを後退させる言動に対する組織的な方針
立てと毅然とした対応

多様な子どもたち

の包摂

通常の学級におい

ても、多様な個性や

特性を有する児童生

徒が一定数在籍して

いる実態が明らかに

なっています。

このような状況を踏

まえ、多様性を包摂

し、 一人一人の意欲

を高め、可能性を引

き出す教育の実現が

求められています。

★活動する子どもたちのそばに足を運び…

・表情や態度、行動を観察
・つぶやきを拾う
・個々の感情や集団の空気感を感じ取る

★欠席管理（連続３日・月３日を目安に）の徹底
★教職員みんなですべての子どもを「みる」
（見る・観る・視る・診る・看る）

（提供）画像：京丹後市立島津小学校

★アセスメントの考え方を「学習活動」に
取り入れてみると…【読み替え(例)】

〇発達の状況や特性を把握
→ 学習状況を把握

〇困難さの要因を仮説
→ 今の学習状況につながるつまずきの要因

を仮説
〇合理的配慮等の支援を実施

→ 仮説した要因に合わせて授業をユニバー
サルデザイン化

〇特別な教育課程の編成
→「指導の個別化」の実施

（出所）画像：NITS独立行政法人教職員支援機構

多様な児童生徒（例）

８

▶「生徒指導提要」（令和４年12月文部科学省）

【巻末資料】５・６・７

https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf


§４ 保幼小中一貫教育の枠組みの効果的活用

全市展開11年目を迎える保幼小中一貫教育は、校種間の接続
の改善だけを目的に行ってきたものではありません。指導の適
時性と指導の一貫性を追究し、一貫教育により教育内容の質を
向上させることをねらってきました。

１ 幼児期からの一貫した系統的な学び

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識
した「環境構成」が重視される幼児教育では、幼
児に対する理解に基づき、幼児の心が揺り動かさ
れる環境や、やりたいことに夢中になれる環境が
幼児とともに創造されたり、活動の流れや心の動
きに即して、常にその環境が適切なものとなるよ
う、柔軟に再構成されたりします。乳幼児はこの
ような意図をもって計画的に構成された環境の下、
好奇心や探究心をもって遊びを展開する中で、気
付いたり、工夫したり、試行錯誤を繰り返したり
するなど困難や葛藤も含めた過程を通じ、考える
力、課題を解決する力、人と関わる力、伝え合う
力、やり抜く力など「学びの芽」をはぐくんでい
きます。この「学びの芽」を、「架け橋期」をは
じめとする校種・各期の接続時には、それまでに
身に付けた力をリセットすることなく、次のスタ
ートの基盤とし、充実から発展へと進め、10年
間の保幼小中一貫教育を連続的・系統的な学びに
します。
※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は達成目標で
はありません。こういった姿に成長してほしいという方
向性です。

学園運営協議会の機能化による
学校・地域の連携・協働体制の強化

２

本市の重点である「グローバル人材育成」に向けた各学
園・学校園所の取組をより効果的に進めるためには、保護
者や地域、企業との目標共有や連携・協働体制の構築が重
要です。その際には、「自ら考える力・主体性をはぐくむ
ために、会話や人とのつながりを大切にする」という思い
を関係者で共有し、対話を積み重ねる中で、子どもを育て
る環境づくりを進めていくことが大切です。

（１）各学園の「学園目標」や「目指す子ども像」を学校
園所・保護者・地域・企業で共有し、一体となって地
域の子どもたちをはぐくんでいきます。

（２）学園運営協議会での熟議のテーマを工夫し、保護
者、地域の方々と「探究的な学び」の充実に向けた地
域教材・人材の開拓をより一層推進します。

（３）「探究的な学び」を具現化するため、地域の産業や
文化、歴史に触れる機会を充実させていきます。

こうした豊かな学びを確保することは、そにに関わる大
人たちの成長も促し、ひいては地域の絆を強め、地域づく
りの担い手を育てていくことにつながります。
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Ⅲ
期

Ⅱ
期

Ⅰ
期

０
期

目指したい子ども
たちの成長モデル

こうした一貫教育の枠組みは、本市が重点化する資質・能力
が短期間の指導で身に付くものではなく、「探究的な学び」を
様々な教育・保育活動で繰り返し行うことで身に付くものであ
るからこそ、さらに重要なものとなり、効果的に活用していく
必要があります。

９

▶「保幼小中一貫教育推進基本計画」（京丹後市教育委員会）

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyoiku/1/6/3348.html


授業改善／資質・能力の向上

教育活動の改善状況を把握するための指標

令
和
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導
の
重
点

◆主体性
調整力
13 自分で計画を立てて学習をしている。
51 はじめに目標やゴールを決めてから計画を立てる

ほうだ。

ねばり強さ
48 難しいことでもあきらめなければ乗りこえること

ができる。
52 失敗してもあきらめずに何度も挑戦するほうだ。

◆対話
価値理解
43 人の話をじっくりと聞くことで、自分の考えが

まとまることがある。
45 自分の考えたことよりも、相手の方がよい考え

を持っていると感じたときは、相手の考えを
取り入れるほうだ。

92/98 学習するときに、ＩＣＴ端末を使うことで、
ほかの人と意見や考えを共有しやすい。

◆丹後学のねらいの達成
地域への愛着
27 今住んでいる地域の自然や歴史について関心が

ある。

自己の生き方・在り方
22 将来の夢や目標をもっている。

◆探究的な学びの質
課題解決過程をとおしたマインド変化
20 学級のみんなで協力して何かをやり遂げ、

うれしかったことがある。

◆設定する探究課題の適切さ
汎用的な力の育成度
５ 授業で学んだことは、身のまわりのできごとや

日常生活に活かせることが多い。

◆課題解決の育成度
多角的思考
30 自分の考えた道すじをほかの人の視点からも

考えて、見つめ直すほうだ。

解決意欲
31 わからない問題にであったとき、調べたり、

さらに深く考えたりしている。

柔軟な思考・目的意識
33 目標を達成するためのよりよい方法をいつも

考え、取り組み方を変えていっている。

情報収集
35 分からないところがあると本やインターネット、

テレビなどをみたり人に聞いたりして調べる。
36 調べたいことについて納得がいくまで調べる。

本市が目指す教育（「探究的な学び」をとおしたグローバル人材の育成）の実現に向けた授業改善・研究活動をより一層
推進するため、「学びのパスポート」の質問調査から「主体的・対話的で深い学び」・「探究的な学び」に関連する

項目を抽出し、分類した。 ※ 現状把握のためのデータ・取組立案の根拠・授業評価の指標などに結果を活用京丹後市総合計画
施策02 未来を拓く学校教育の充実

＜目指す目標指標名＞

①全国学力・学習状況調査の各教科の平均
正答率

②前学年までに受けた授業で、課題の解決
に向けて、自分で考え、自分から取り組
んでいた割合

③学習の中でPC・タブレットなどのICT機
器を活用することについて、友達と考え
を共有したり比べたりしやすくなると思
う割合

④地域や社会をよくするために何かしてみ
たいと思う割合

⑤先生は、あなたのよいところを認めてく
れていると思う割合

⑥不登校の児童生徒のうち、学校内外の
機関等で専門的な相談指導を受けて
いない人数

＊①～⑤については全国学力・学習状況調
査及び児童生徒質問調査の数値

（目標値：全国平均以上）
＊⑥については児童生徒の問題行動等生徒
指導上の諸問題に関する調査での回答

（目標値：０にする）

学校教育

10



参考資料

■４■ 京丹後市が定義する探究的な学びのプロセス

■１■ グローバル人材を育てるために

■２■ 「話す力」から「つながる力」へ

■３■ Kyotango Sea Labo

■５■ 児童生徒の多様性を包摂する必要性

■６■ 誰ひとり取り残されない学びの多様化プラン

■７■ 不登校児童生徒に対するICT等を活用した支援について
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収集した情報を思考ツール等
で整理・分析する。
例：
比較・分類・関連付け等

Point

まとめ・表現

整理・分析

情報収集

課題設定

課題
(Challenge)

まとめ
(Summary)

めあて
(Goal)

ふりかえり
(Review)

17



児童生徒の多様性を包摂する必要性（小・中）

（出所）画像：文部科学省
18



小学校

中学校

１学級平均児童数
約20人のうち8.5人

１学級平均生徒数
約29人のうち14.6人

※不登校、ヤングケアラー、特別な教育的支援を要する児童生徒等
実数ではなく、延べ人数 <令和５年度末時点>

京丹後市 １学級平均人数あたりの要支援・配慮児童数 *（イメージ）

19

児童生徒の多様性を包摂する必要性（小・中）
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不登校児童生徒に対するICT等を活用した支援について

令和４年４月
京丹後市教育委員会

１ はじめに
今まで不登校児童生徒に対して、学校や教育支援センターなどの関係機関と連携し、児童生徒や保護者に寄り添
う支援を行ってきた。しかし、不登校に至る要因の多様化・複雑化に伴い長期にわたる欠席だけでなく外出もまま
ならない等、学校内外の居場所に繋げる支援が困難なケースも増加している。
現在、一人1台端末等のICT環境の整備に伴い、不登校児童生徒が、学校や社会と繋がることができる一つのツー
ルとしてICTを活用することが可能となった。そこで、現在各校で不登校児童生徒に対し行っている支援とともに
ICT等を活用した支援を推進する中で、学校（社会）や人とつながる経験を通し、不登校児童生徒の社会的自立を
目指すものとする。そのためには、不登校児童生徒を丁寧に見立てた上で、個別の状況に応じた支援ができる環境
を整備することが求められる。児童生徒が不登校の状況にあっても学校と繋がり、きめ細やかな支援が継続できる よう、
「不登校児童生徒に対するICT等を活用した支援について」の見直しを図りながら、不登校児童生徒へ支援を さらに
充実させていくこととする。

２ 基本的な考え
校長が、不登校児童生徒の状況や、本人・保護者の希望も勘案し、社会的自立に向けた支援・指導を進める上
で、有効・適切であり、かつ、次の要件を満たすと判断できる場合は、ICT等を活用した支援・指導を行うことが
できることとする。またその支援・指導日数のうち、校長の認める日数を指導要録上出席扱いとすることができる
こととする。

３ 対象
（1）学校の支援計画のもと、ICT等を活用した支援・指導が有効・適切であり、かつ、「４ 要件」を満たすと判断
される「不登校」を理由としている児童生徒であること。

（2）但し、指導要録上の出席扱いとする場合は、（１）とともに基本的に他の＊注１公的機関や民間施設において相
談・指導を受けられない児童生徒であること。

４ 要件
（1）社会的自立に向けた支援・指導の一環として実施すること。
（2）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。また、保護者に支援・指導内容について定期 的
に情報提供がなされること。

（3）定期的に*注２訪問等による対面指導が適切に行われていることを前提とすること。
（4）学習活動は、児童生徒の学習の理解を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
（5）学校がアセスメントに基づいた支援計画を作成し保護者及び本人の同意を得た上で、支援・指導をすすめるこ
と。実施後の状況は、月例報告に記載すること。

(6)オンラインで活用する場合は、原則家庭にWi-Fi環境が整っている児童生徒であること。
但し、＊注３就学援助世帯（準要保護）には、通信費の支援または市のルーターを貸し出すことができる。

５ ICT等を活用した支援の内容
（1）ICT機器を活用し、在籍校の授業を自宅や別室等に配信して行う学習
（2）放課後等の学習補習や相談
（3）タブレットの中にある学習支援ソフト等を活用した学習
（4）学校で使用している教材を活用した学習
（5）民間業者が提供するICT教材を活用した学習（郵送や電子メール、FAX等を活用して提供されるものも含む）

６ 評価について
（1）学校が把握した当該学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らし適切と
判断されること。

（2）評価については、事前に学校と児童生徒・家庭で了解を得ること。
（3）児童生徒の学びを様々な角度からできる限り肯定的に評価するものとする。
（4）指導要録や通知票に反映するもの、一部の観点についてのみ評価に加味するも
の、学習状況を文章評価するもの等、児童生徒の状況に応じて柔軟且つ積極的に
評価していく。

（5）不登校児童生徒や保護者に学習状況や学習活動の成果を伝え、次年度以降の指
導にいかしていく。
※出席扱いとした場合必ずその成果を評価に反映しなければならないわけで
はない。

７ 留意点
（1）学校の教育活動内でのICTを活用した支援・指導は、学校が配布しているタブ
レットを使用するが、民間業者が提供するICT教材を活用する場合はその限り では

ない。
（2）支援を受けている児童生徒の気持ちに寄り添い、定期的に支援計画の評価と
見直しを行う。

（3）ICT等を活用した支援を受ける場所は、学校（自教室以外の別室等）、家庭、
教育支援センターとする。

（4）対面指導については、在籍校の教員、SC、SSW、教育支援センター指導員等
が行うものとする。

（5）出席扱いをした場合は、指導要録・出席簿等の備考欄に「オンラインでの出
席」について明記ること。

（6）ICT等を活用した学習活動を出席扱いとすることにより不登校が必要な程度を
超えて長期にわたることを助長しないよう留意すること。

＊注1 学校の別室登校や教育支援センターへの通所と併用し、欠席・通所していない日の
ICTを活用した支援の支援を出席とすることは可能

＊注２ 対面指導：家庭訪問やon-lineでの学習支援や状況把握、その他の支援相談等

＊注３ 就学援助世帯への対応：インターネット環境がある準要保護世帯には通信費の支
援を行う。
また、整備した日から換算して通信費の支援を行う。
インターネット環境がない期間についてはWi-Fiルーターの貸し出しを行う。
（R4年度から）但し、貸出ルーターでのオンライン通信教育（民間）等は不可。

【関連通知文等】
・不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）
令和元年10月25日付 元文科初等 第698号（文部科学省初等中等教育局長通知）

・文部科学省における不登校児童生徒への支援施策
令和3年10月6日（不登校に関する 調査研究協力者会議資料）
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